
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� 個人事業者が死亡した場合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Ｑ：個人商店を営んでいた主人が亡くなり

ました。所得税や消費税の申告・届出はどう

すればいいのでしょうか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：次のようになっています。 

【解説】  

確定申告書を提出すべき者が死亡した場合

には、死亡した者の相続人が、相続の開始を知

った日の翌日から４ヵ月以内に確定申告書

（準確定申告書）を提出しなければなりませ

ん。そして、これらの申告書を提出する場合に

は、原則として、相続人全員の連署による次の

書類を、各申告書に添付して提出することと

されています。 

①所得税の確定申告付表（兼相続人の代表者

指定届出書） 

②死亡した事業者の消費税及び地方消費税の

確定申告明細書 

なお、還付申告書を提出できる者が死亡し

た場合については、特に提出期限が定められ

ていませんので、還付請求権の時効（請求がで

きる日から５年間）成立前であれば、いつでも

提出することができます。 

また、届出書については、それぞれ次の期限

までに提出することとなっています。 

①所得税関係については、「個人事業者の開廃

業等届出書」を開廃業の日（相続開始の日）か

ら１ヵ月以内に提出 

②消費税関係については、「個人事業者の死亡

届出書」を速やかに提出 
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